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Ｐ１４０１０ 

平成２６年度実施方針 

スマートコミュニティ部 

1. 件 名： 分散型エネルギー次世代電力網構築実証事業 

 

2. 根拠法 

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第 15条第 1項第一号ニ、

第三号及び第九号 

 

3. 背景及び目的・目標 

3.1政策的な重要性 

我が国におけるエネルギー供給は化石燃料がその 8 割以上を占め、その殆ど

を海外に依存している。一方、近年、新興国の経済発展などを背景として、世界

的にエネルギー需要が増大しており、また、化石燃料の市場価格が乱高下するな

ど、エネルギー市場が不安定化している。加えて、化石燃料の利用に伴って発生

する温室効果ガスを削減することが重要な課題となっている。このような状況の中、

エネルギーを安定的かつ適切に供給するためには、資源の枯渇のおそれが少な

く、環境への負荷が少ない再生可能エネルギーの導入を一層進める必要がある。 

2008年 7月に「低炭素社会づくり行動計画」が閣議決定され、太陽光発電の導

入量を2020年に2005年度比で10倍(1,400万 kW)、また2030年には40倍(5,300

万 kW)とする目標が掲げられた。その後、2009 年 8 月にとりまとめられた「長期エ

ネルギー需給見通し（再計算）」では、太陽光発電の導入を大幅に前倒しして、

2020年に 2005年度比で 20倍（2,800万 kW）を導入するとの想定がなされ、目標

が見直された。同年11月には、太陽光の余剰電力買い取り制度が開始された。さ

らに、東日本大震災後の 2011 年 8 月には「電気事業者による再生可能エネルギ

ー電気の調達に関する特別措置法」が成立し、電気事業者に太陽光、風力、地

熱、バイオマス、中小水力を対象とした再生可能エネルギーによって発電された

電力を全量、一定の期間、一定の価格で買い取ることが義務付けられ、翌年の

2012年 7月 1日から再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度が施行された。 

 この結果、再生可能エネルギーによる発電量は、2003 年から 2008 年までが年

平均 8％の伸び率であったのに対し、2009年から 2012年までは年平均 13％の伸

び率となっている＊１。 

＊１：出典「総合資源エネルギー調査会基本政策分科会・第 3回会合資料」（2013年 9月 4日） 

 

3.2我が国の状況 

環境影響評価や地元調整のため導入に数年程度を要する風力発電や地熱発
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電に対して、1 年前後で導入可能な太陽光発電は事業用、家庭用とも導入が大

幅に進んでいる。太陽光発電の累積導入量は、2013年 7月末時点で約 951.6万

kW （2013年 11月 18日資源エネルギー庁発表）となっている。 

 太陽光発電は天候によって出力が変動し、その多くは電力系統の末端に分散

設置されるため、その導入量が大幅に増加した場合、電力系統の運用上、余剰

電力の発生、周波数調整力の不足、配電線の電圧上昇等、多くの技術課題が想

定される。 

 2010年 4月に経済産業省が取りまとめた次世代送配電ネットワーク研究会報告

「低炭素社会実現のための次世代送配電ネットワークの構築に向けて」において

は、我が国の電力系統上、太陽光発電について 1,000 万 kW 程度までは集中設

置等の場合を除いて特段の系統安定化対策を講ずることなく電力系統で受入可

能とされている。また、2020年に 2,800万 kWといった導入を目指す場合において

は、現状において実用化された技術をベースにして系統安定化対策を行っていく

ことが想定されている。 

しかし、2020 年以降も太陽光発電の導入は拡大するものと想定されることから、

2030年に 5,300万 kWといった大量導入に向けた対策としては、次世代配電網の

構築に向けた技術開発を実施していく必要がある。 

 

3.3世界の取組状況 

昨今、世界各国は再生可能エネルギーの導入拡大に向けた取組みを強化して

いる。例えば、米国は「New Energy for America」計画において再生可能エネルギ

ー由来の電力量の割合を 2025 年に 25％とする目標を掲げ、2012 年末時点で、

7.2GW まで太陽光発電の導入が進んでいる。また、多くの州で電力部門における

再生可能エネルギーの導入義務制度（RPS制度）を策定している。EUは、2007年

に最終エネルギー消費に占める再生可能エネルギーの割合を 2020 年までに

20％とする戦略を決定し、最も導入が進んでいるドイツにおいては、2012 年末時

点で、32GW の太陽光発電が導入されている。中国は、2007 年、国家発展改革

委員会発表の「再生可能エネルギー中長期発展計画」においてエネルギー総消

費量に占める再生可能エネルギーの比率を 2020 年に 15％とする目標を掲げ、

2012年末時点で 7GW まで太陽光発電の導入が進んでいる。 

太陽光発電の大量導入に伴う電圧上昇・変動問題については、欧米の場合、

低圧系統（連系電圧）が 200/400V と高いこと、規定されている電圧幅が約±10％

と広いこと、低圧に連系する太陽光発電が少ないこと等の理由により、現時点に

おいて顕在化していない。しかしながら、地中配電系統が多い欧州において、中

低圧系統への太陽光発電の連系が更に進んだ場合には、低圧の変動幅の拡大

や中圧系統の運用の困難さが予測されている。このため、Active Distribution 
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Network（ADN）として、配電機器・パワーエレクトロニクス機器を活用し、より積極

的に配電系統の電力制御を行うことにより分散型電源を系統に統合することが、

「国際大電力システム会議」（CIGRE：Conseil International des Grands Reseaux 

Electriques）等で検討されている。ベルギーの「Linear プロジェクト」では、配電系

統の実態分析と類型化に基づき、天候、昼夜、季節時の太陽光発電導入による

負荷変動パターンに起因する配電電圧の変動や不平衡等の分析を行い、その対

策技術を模擬系統で検証することが計画されている。また、ドイツの「EDISon プロ

ジェクト」では SIEMENS 社の交流／直流／交流変換器 MVDC（Medium Voltage 

Direct Current）の技術開発が行われており、英国では配電系統の電圧ネックと考

えられる地点にセンサーを設置し、その計測情報に基づいて配電系統の状態を

推定し、電圧調整機器を制御するシステム（Active Network）の開発・実証試験が

行われた。 

 

3.4本事業のねらい 

太陽光発電の導入拡大に伴う電力系統の課題のうち、一般家庭での導入割合

が多い我が国において、特に課題となるのが配電系統における電圧上昇である。

この電圧上昇は、太陽光発電の出力が設置箇所の消費電力を上回り、電力系統

に逆潮流が発生した場合に生じるものであり、連系点の電圧が電気事業法第 26

条に基づく適正値（101±6V）を逸脱すると、太陽光発電の直流／交流変換器

（PCS:Power Conditioning System）の電圧上昇抑制機能が動作し、太陽光発電の

出力が抑制される。その対策方法のひとつとしては現在のところ、パワーエレクトロ

ニクス機器が配電用として一部実用化されているが、コンパクト化、軽量化、低コ

スト化等の課題があるため普及が進んでいない。 

一方、我が国の先進的なパワー半導体として SiC（シリコンカーバイド）を用いた

先進的なパワー半導体の開発が他国に先駆け進展している。SiCパワー半導体

は Si（シリコン）パワー半導体と比較して高耐圧、導通損失が少ない、200℃以上

の高温動作が可能、高速動作が可能等の特長を有しており、これを用いて軽量・

コンパクト・低コストの電圧調整機器を実用化することが期待されている。しかしな

がら、SiCパワー半導体をパワーエレクトロニクス機器化する場合、Siパワー半導

体と同様の実装構造では配電機器に要求される信頼性を満たすことが難しいた

め、新しい実装構造または周辺材料を適用した先進的なパワーエレクトロニクス機

器を開発することが必要となる。 

また、開発した機器・システムをフィールドに設置しての運用検証を行いながら、

これら新規の技術を配電網に適用し、再生可能エネルギーの大量導入を図るた

めの共通基盤技術の開発を行う。さらに、これら機器・システム及び共通基盤技術

の開発と並行して、現在の状況に捉われない理想的な配電網についてのフィー
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ジビリティスタディを行う。具体的な研究開発項目は以下の通り。 

 

[助成事業（助成率：２／３）] 

研究開発項目①「次世代電圧調整機器・システムの開発」 

SiCパワー半導体を用いた SVC等の次世代電圧調整機器及びその要素技術

を開発する。また、これら電圧調整機器の制御アルゴリズムと制御システムを開

発する。 

なお、本研究開発は、実用化に向けて企業の積極的な関与により推進される

べき研究開発であり、助成事業として実施する。 

 

[委託事業] 

研究開発項目②「次世代配電システムの構築に係る共通基盤技術の開発」 

研究開発項目①で開発した次世代電圧調整機器及びその制御システムをフィ

ールドに設置し、電圧調整機器単体ではなく、複数の機器が混在する配電網とし

て運用検証を行う。また、これら新たな機器・システムを配電網に適用し、太陽光

発電等の再生可能エネルギーの大量導入を図るための共通基盤技術の開発を

行う。具体的には、適用する配電網の形態や次世代電圧調整機器・システムの

種別、設置位置、組合せの違い等に対応する配電システムの設計指針の策定、

性能・信頼性評価法の開発、故障時の対応検討等を行う。本研究開発は、研究

開発項目①の実施者と連携・協調して進めるものとし、フィールド検証結果や共

通基盤技術の成果は研究開発項目①の取組みにも反映させるものとする。 

なお、本研究開発は、実用化まで長期間を要するハイリスクな「基盤的技術」で

あることから、産学官の複数事業者が互いの知見・ノウハウ等を持ちより協調して

検討を行うものであり、委託事業として実施する。 

 

研究開発項目③「未来のスマートグリッド構築に向けたフィージビリティスタディ」 

将来における再生可能エネルギーの導入拡大に向け、現在の状況に捉われな

い理想的な配電網のあるべき姿についてフィージビリティスタディを行う。 

なお、本研究開発は、将来の再生可能エネルギー導入拡大に向けて、産学官

の複数有識者が互いの知見・ノウハウ等を持ちより協調し、長期的視点で検討を

行うものであり、委託事業として実施する。 

 

3.5本事業の目標 

2010 年度から 2012 年度まで経済産業省にて実施された「次世代送配電系最

適制御技術実証事業」では、自励式静止型無効電力補償装置（SVC）、ループパ

ワーコントローラ（LPC）の開発、及び配電系統の配電制御アルゴリズムのシミュレ
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ーション検討が行われた。その結果、これら機器の基本性能が検証され、配電系

統における電圧制御に一定の効果があるという成果が得られている。しかしながら、

実際の配電系統への適用に向けては、電圧調整機器の更なる軽量・コンパクト化、

低コスト化やフィールドでの制御アルゴリズムとの統合性等の検証が必要とされて

いる。 

こうした状況を踏まえ、本事業では以下に示す目標を設定する。 

 

【最終目標】（2018年度末） 

耐久性、信頼性、配電系統の制御アルゴリズムとの統合性を備え、かつコスト低

減の見通しを有する SiCパワー半導体を用いた電圧調整機器及びその制御シス

テムを開発する。また、開発した機器・システムをフィールドに設置しての運用検

証を行う。さらに、これら新規の技術を配電網に適用して再生可能エネルギーの

大量導入を図るための共通基盤技術を開発する。 

    なお、最終目標の達成に向けては、2018 年度末時点において、最低限以下の

技術レベルに到達していることが求められる。 

・全体もしくは SiC パワー半導体を適用する部分コストが従来機器以下である

こと。 

・機器メンテナンス頻度は 2年以上であること。 

・機器全体寿命が減価償却年（18～22年）以上であること。 

・通信遮断時にも適正電圧を維持可能であること。 

・複数の次世代電圧調整機器が混在した環境下においても適正電圧が維持

可能であること。 

 

【中間目標】（2016年度末） 

SiC パワー半導体を用いて軽量・コンパクト化を図った電圧調整機器（要素技術

を含む）と制御システムを開発し、フィールドで使用可能な試作品の設計・製作を

行って工場試験等で性能検証を行う。 

なお、2016 年度末時点においては、最低限以下の技術レベルに到達している

ことが求められる。 

・開発する機器全てが柱上設置可能であること。 

・冷却は自然空冷であること。 

・従来機器、従来システムと協調制御可能であること。 

・次世代電圧調整機器・システムをフィールドに設置し、配電網としての運用検 

証を行う際の合理的な研究計画が策定されていること。 
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4. 事業内容 

4.1 平成 26年度（助成）事業内容 

研究開発項目① 次世代電圧調整機器・システムの開発 （NEDO負担率 2/3） 

次世代電圧調整器及びその制御システムの開発目標仕様を策定すると共に、

実証機の設計検討、要素技術の開発を開始する。 

(1) 事業方針 

＜助成要件＞ 

① 助成対象事業者 

 助成対象事業者は、単独ないし複数で助成を希望する、原則本邦の企

業、大学等の研究機関（原則、本邦の企業等で日本国内に研究開発拠点

を有していること。なお、国外の企業等（大学、研究機関を含む）の特別の

研究開発能力、研究施設等の活用または国際標準獲得の観点から国外

企業等との連携が必要な部分を、国外企業等との連携により実施すること

ができる。）とし、この対象事業者から、e-Rad システムを用いた公募によっ

て研究開発実施者を選定する。 

 

② 助成対象事業 

以下の要件を満たす事業とする。 

i) 助成対象事業は、基本計画に定められている研究開発計画の内、助

成事業として定められている研究開発項目の実用化開発であること。 

ii) 助成対象事業終了後、本事業の実施により、国内生産・雇用、輸出、

内外ライセンス収入、国内生産波及・誘発効果、国民の利便性向上

等、様々な形態を通じ、我が国の経済再生に如何に貢献するかにつ

いて、バックデータも含め、具体的に説明を行うこと。（我が国産業の

競争力強化及び新規産業創出・新規起業促進への貢献の大きな提

案を優先的に採択することとする。） 

 

③ 審査項目 

・事業者評価 

技術的能力、助成事業を遂行する経験・ノウハウ、財務能力（経理的

基礎）、経理等事務管理／処理能力等 

・事業化評価（実用化評価） 

新規性（新規な開発又は事業への取り組み）、市場創出効果、市場規

模等 

・企業化能力評価 

       実現性（企業化計画）、生産資源の確保、販路の確保等 
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・技術評価 

         技術レベルと助成事業の目標達成の可能性、基となる研究開発の有

無、保有特許等による優位性、技術の展開性、製品化の実現性 

＜助成条件＞ 

① 研究開発テーマの実施期間 

5年を限度とする。（必要に応じて延長する場合がある。） 

② 研究開発テーマの規模・助成率 

i) 助成額 

平成 26年度の年間の助成金の規模は数十億円程度とする。 

ii) 助成率 

2/3以内 

１件あたり数十億円程度／年間を助成金の上限として予算内で採択する。 

 

4.2 平成 26年度（委託）事業内容 

研究開発項目② 次世代配電システムの構築に係る共通基盤技術の開発 

国内の配電系統構成等の実態把握、再生可能エネルギー導入時の影響調

査等を進め、次世代電圧調整機器・制御システムを配電網に適用し、効果的に

再生可能エネルギーの大量導入を図るための共通基盤技術の開発を開始する。

また、研究開発項目①で開発する次世代電圧調整機器・システムのフィールド

での運用検証に向けた全体計画の検討を開始する。 

 

研究開発項目③ 未来のスマートグリッド構築に向けたフィージビリティスタディ 

配電網に係る国内外の政策、規制・基準の動向、技術開発動向や再生可能

エネルギーの導入動向等について調査を行いつつ、未来のスマートグリッド構

築に向けた検討を開始する。 

 

4.3 平成 26年度事業規模 

・需給勘定  3,370百万円（新規）  

 事業規模については、変動があり得る。 

 

5. 事業の実施方式 

5.1 公募 

(1) 掲載する媒体 

 「NEDOホームページ」及び「e-Radポータルサイト」で行う。 
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(2) 公募開始前の事前周知 

 公募開始の１ヶ月前に NEDO ホームページで行う。本事業は、e-Rad対象事

業であり、e-Rad参加の案内も併せて行う。 

 

(3) 公募時期・公募回数 

 平成 26年 5月頃を予定 

 

(4) 公募期間 

 原則 30日以上とする。 

 

(5) 公募説明会 

 原則、川崎にて 1回の開催。 

 

5.2 採択方法 

(1) 審査方法 

 e-Radシステムへの応募基本情報の登録は必須とする。 

 研究開発事業者の選定・審査は、公募要領に合致する応募を対象に NEDO

が設置する審査委員会（外部有識者で構成）で行う。審査委員会（非公開）は、

提案書の内容について外部専門家（学識経験者、産業界の経験者等）を活用

して行う評価（技術評価及び事業化評価）の結果を参考にとし、本事業の目的

の達成に有効と認められる事業者を選定した後、NEDOはその結果を踏まえて

事業者を決定する。 

 申請者に対して、必要に応じてヒアリング等を実施する。 

 審査委員会は非公開のため、審査経過に関する問合せには応じない。 

 

(2) 公募締切から採択決定までの審査等の期間 

 45日以内とする。 

 

(3) 採択結果の通知 

 採択結果については、ＮＥＤＯから申請者に通知する。なお不採択の場合は、

その明確な理由を添えて通知する。 

 

(4) 採択結果の公表 

 採択案件については、申請者の名称、研究開発テーマの名称・概要を公表

する。 
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6. その他重要事項 

(1) 運営・管理 

 研究開発全体の管理・執行に責任を有する NEDOは、経済産業省及び研究

開発実施者と密接な関係を維持しつつ、本事業の目的及び目標に照らして適

切な運営管理を実施する。具体的には、必要に応じて設置されるプロジェクト

技術委員会等における外部有識者の意見を運営管理に反映させる他、随時、

プロジェクトの進捗について報告を受けること等により進捗の確認及び管理を

行うものとする。また、必要に応じて、ユーザーとの連携を促す等、成果の早期

達成が可能になるよう努める。成果の早期達成が可能と認められた研究開発

については、期間内であっても研究を完了させ、実用化へ向けた実質的な研

究成果の確保と普及に努める。 

 

(2) 複数年度契約の実施 

委託事業 

平成 26～28年度の複数年度契約を行う。  

助成事業 

平成 26～28年度の複数年度交付を行う。 

 

7. スケジュール 

本年度のスケジュール（予定） 

平成 26年 3月上旬・・・公募予告 

平成 26年 5月上旬・・・公募開始、公募説明会 

平成 26年 6月上旬・・・公募締め切り 

平成 26年 6月下旬・・・契約・助成審査委員会 

平成 26年 7月上旬・・・採択決定 

 

8. 実施方針の改訂履歴 

(1) 平成 26年 3月 制定 

 


